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１19
ダイヤル

岬消防署

１19

火災に関する情報や病院照会は、下記の電話番号におかけ下さい。
■火災に関する情報　☎ 473 ‐ 0019　　■病院照会　☎ 492 ‐ 0119

危険物安全週間実施

　～暑さ対策の冷却スプレーに引火しやけど！？～

　昨年７月に、大阪府内で暑さ対策に使用する冷却スプレーを体に吹き付け、その
後タバコを吸うためライターを使用したところ、体に火がつきやけどを負うという
火災が発生しました。このような冷却スプレーをはじめ、私たちの身の回りにある
殺虫用のスプレー缶には、噴射剤として危険物が使用されています。危険物といえ
ばガソリンや灯油などが思いだされますが、もっと身近に危険物があることを忘れ
ないで下さい。
　これからの時季、気温の上昇とともに気化ガスに引火しやすくなり、火災危険が高まるので注意して下さ
い。この週間を契機に、生活に欠かせない危険物の怖さを、今一度考えて頂きますようお願いします。

６月７日（日）～ 13 日（土）

■危険物取扱者保安講習会
　（公財）大阪府危険物安全協会が次のとおり保安講習会を開催します。
▼対象　危険物取扱者免状を所持し取扱い作業に従事する者
　○継続して従事する方は、前回の講習受講後最初の４月１日から３年以内
　○新たに従事する方は、従事した日から１年以内
　※ただし、新たに従事する日から過去２年以内に免状を取得又は
　　保安講習を受講した方は、その後最初の４月１日から３年以内
▼日時　
　７月 24 日（金）　午後１時 30 分から５時まで
▼場所　泉州南広域消防本部（泉佐野市りんくう往来北１番地の 20）　
▼定員　160 人（先着順）
▼受講料　4,700 円
▼申込み　最寄りの消防署に設置の申込書に記入し、（公財）大阪府危険物安全協会へ郵送して下さい。
　※ネットからの申請もできます。（公財）大阪府危険物安全協会のホームページをご覧下さい。
▼問合せ　泉州南広域消防本部　予防課　☎ 469 ‐ 0886　ＦＡＸ 460 ‐ 2119

　ひったくりは平成 26 年中、大阪府下では 1,294 件発生
しています。被害者の約９割が女性で、60 歳以上のケー
スが多く、また 30 歳未満も多く被害にあっています。自
転車の前かごからの被害が依然として多発しています。
○「ひったくり防止カバー」を活用ましょう！
○カバンを車道と反対側に持ちましょう！
○カバンを持っている側のスペースをなくしましょう！

ひったくり
　　にご注意！！
ひったくり
　　にご注意！！

【ひったくり防止カバー（例）】

▼問合せ　まちづくり戦略室　危機管理担当
　　　　　　　　　　　　　☎ 492 ‐ 2759
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◆泉南警察署からお知らせ
■自転車の新しいルール
「自転車運転者講習制度」がは
じまります！！（６月１日施行）
　自転車で一定の危険な違反行
為（信号無視・指定場所一時不停
止等）をして３年間に２回以上検
挙され又は事故を起こした悪質
運転者に対し、公安委員会が講習
の受講を命じます。なお、手数料
が必要です。また、受講に従わな
い場合は５万円以下の罰金とな
ります。自転車を運転される方は
覚えておいてください！　
▼問合せ　泉南警察署
　　　　　☎ 471 － 2715

◆土砂災害防止法に基づく
　現地調査
　大阪府では、土石流やがけ崩れ
が発生した際に被害の及ぶ恐れが
ある土地の範囲を定めるため現地
調査をします。これにより、災害
時の警戒避難体制づくりに役立て
ることなどが可能になります。
　調査では、私有地に入らせて
いただくこともあります。府が
委託した調査員が伺いますの
で、ご理解・ご協力いただきま
すようお願いします。
▼調査期間　６月中旬～平成
28 年３月（予定）
▼調査範囲
　岬町域（未調査個所等）

◆岸和田支援学校
　ボランティア体験講座
　肢体不自由の子どもたちと一
緒に過ごしませんか。
▼内容　①講義「子どもの介助
の仕方、車椅子の押し方」
②授業見学、介助実習　
▼日時
○前期　①７月８日（水）
　　15 時 30 分～ 17 時
　②７月 13 日（月）～ 15 日（水）
　　９時 30 分～正午
○後期　①８月 26 日（水）
　　13 時 30 分～ 15 時
　②９月２日（水）～９月４日（金）
　　９時 30 分～正午
▼締切（必着）
○前期　７月１日（水）
○後期　８月 20 日（木）
▼場所　府立岸和田支援学校　
▼定員　各 10 人（先着順）　
▼申込・問合せ　各締切日まで
に電話またはＦＡＸ・電子メー
ルに希望するコース、郵便番号、
住所、氏名、年齢、性別、電話

※過去の調査結果は、大阪府
ホームページ（http://www.pref.
osaka.lg.jp/damusabo/dosyahou/）
又は役場土木下水道課でご確認
ください。
▼問合せ　大阪府 岸和田土木
事務所　尾崎出張所　維持河川
グループ　☎ 471 ‐ 0351　

番号を記入し、府立岸和田支援
学校ボランティア体験講座係に
お申し込みください。
〇☎ 426 ‐ 3033
〇 FAX 426 ‐ 5310
〇メール　shien‐ml@kishiwada
‐ y.osaka ‐ c.ed.jp

　岬町出身の若者が、親しい友人との懇談の場でふるさとへの思いを深めて
いただくため、町内で開催される同窓会開催に係る費用の一部を補助します。 
▼対象となる同窓会　平成 28 年 3 月 31 日まで
に開催される次の条件をすべて満たす同窓会。
〇町内にある同じ小学校又は中学校の卒業生で、学
級、学年、学校又は部活動の単位で開催されること。
〇町内の旅館、飲食店等で開催されること。
〇10人以上の出席者で開催され、男女混合であること。
〇出席者は満 20 歳以上、満 45 歳未満で構成され、
3 分の 1 以上が町外在住者又は未婚者であること。
〇町が提供する定住施策やふるさと納税制度等のパン
フレットの配布に協力すること。
▼対象となる経費　開催案内文書の作成や送付に必
要な印刷費用及び郵送代、同窓会へ参加される方の
交通費。※ 飲食費は対象外。

▼補助金額　出席者 1 人につき 2,000 円を
上限として、最大 50,000 円まで（1 団体
につき 1 回） 
▼申請期限　平成 28 年 3 月 11 日　※予算
の範囲内で先着順。申請期限前でも状況によっ
て終了します。 
▼申請手続き　申請書と必要な書類を添え
て、持参又は郵送ください。申請書等は町ホ
ームページからダウンロードできます。 
▼問合せ　まちづくり戦略室　企画政策担当

　☎ 492 － 2775　

若者交流支援（同窓会開催支援）　
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その他 ◆耐震診断補助について
　住宅の地震対策を進めるため
には、まずどの程度の耐震性が
あるのかを知る（耐震診断を受
ける）ことが大切です。岬町で
は耐震診断を積極的に受けてい
ただくために、耐震診断に要し
た費用の一部を補助しています。 
▼補助対象建築物　昭和 56 年
５月 31 日以前に建築確認（完
了検査を含む）を受けた民間の
住宅（長屋住宅、共同住宅、併
用住宅を含む）で、現に居住し
ているもの又はこれから居住し
ようとするもの
▼補助対象者等
　補助対象建築物の所有者
▼補助内容
○木造住宅
　耐震診断に要した費用の 10
分の９とし、１戸あたり 45,000
円を限度とします。ただし、耐
震診断費用は補助対象建築物の
延べ床面積１平方メートルあた
り 1,000 円以内とします。
○木造以外の住宅
　耐震診断に要した費用の２分
の１とし、１戸あたり 25,000
円を限度とします。
※その他にも、特定既存耐震不
適格建築物の「耐震診断補助」
及び木造住宅の耐震改修に対す
る「木造住宅耐震改修補助」も
実施しています。詳しくは建築
課までお問い合せ下さい。
※「特定既存耐震不適格建築物」
とは、建築物の耐震改修の促進
に関する法律第 14 条に規定す
るもの（現に使用しているもの
に限る。）をいいます。

［例：病院、事務所、老人ホー
ムなど］
▼問合せ
　建築課　☎ 492 － 2746　

◆岬町の面積値が変更さ
　れました
　岬町の面積値のもととなって
いる国土地理院の全国都道府県
市区町村別面積調が電子国土基
本図をもとに計測する方法に変
更されました。これにより、岬
町の面積値が 49.10㎢（平成 25
年）から 49.18㎢（平成 26 年）
に変更となりましたのでお知ら
せします。
▼問合せ　まちづくり戦略室
企画政策担当　☎ 492 － 2775

◆公共下水道使用料減免
　震災、風水害、火災などの災
害による被害を受けた場合な
ど、使用者の申請により公共下
水道使用料の減免を受けられる
制度があります。
○災害による被害を受けた方
○（特別）児童扶養手当を受け
ている世帯
○遺族基礎年金を受給している
世帯で、当該年度の住民税が非
課税である世帯
○身体障がい者（１、２級）の
属する世帯
○療育手帳（Ａ区分）の交付を
受けた者の属する世帯
○世帯員全てが 65 歳以上の者
で、当該年度の住民税が非課税
である世帯
○いずれかが満 65 歳以上の老
人夫婦世帯で、当該年度の住民
税が非課税である世帯
　以上の減免を受けられる場合
は、申請書に必要事項を記入し、
添付書類を添えて提出してくだ
さい。減免の対象となるのは原則
として申請月の使用料からとな
ります。なお、各要件において添
付書類が定められていますので、
詳しくはお問い合わせください。
▼問合せ　土木下水道課
　下水道係　☎ 492 ‐ 2026

◆商業動態統計調査
　全国の商業を営む事業所の事
業活動の動向を明らかにするた
め、「平成 27 年度商業動態統計
調査」を実施します。この調査
は、経済産業省が毎月実施する
基幹統計です。調査対象事業所
には、７月上旬頃から順次、知
事が任命した統計調査員が訪問
しますので、調査へのご理解を
お願いします。
▼問合せ　大阪府統計課
　工業・動態グループ

   ☎ 06‐6210‐9209　

ほのぼのクラブ～親子交流・仲間づくりの場～ほのぼのクラブ～親子交流・仲間づくりの場～

　ＩＮ　望海坂第一集会所
　▼問合せ　保健センター　☎ 492‐ 2424

▼ふれあい遊び　７月８日（水）
　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
▼わらべ唄遊び・絵本等の紹介・栄養相談
　６月 24 日（水）　午前 10 時 30 分～ 11 時 30 分
▼参加費　４月以降平成 28 年３月までの間に１家族につき１回の
　み 300 円をご負担ください。以降は無料です。
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募　集

◆市民農園入園希望者募集！

　新たに市民農園を開設しまし
たので、入園を希望される方を
募集します。
   なお、希望者多数の場合は受
付番号による抽選となります。
▼入園期間　平成 27 年７月１
日～平成 28 年３月 31 日（平
成 28 年度から一年単位）
▼申込受付期間　６月 12 日～
19 日　午前９時～午後５時（土
日祝日を除く）
▼募集予定区画数
40 区画（１区画約 30㎡）

◆８020
　歯の健康コンテスト
▼対象者
　次のすべてに当てはまる方
○岬町にお住まいの 80 歳以上の
方（平成 28 年３月 31 日までに
80 歳になる方も参加できます。）
○ご自分の歯が 20 本以上ある方
○９月 27 日（日）に健康ふれ
あいセンターで開催する表彰式

（健康長寿まつりで実施）に参
加できる方
▼応募方法　歯の健康アンケー
トハガキを保健センターまでお
送りください。
　アンケートハガキは保健セン
ター窓口・役場総合案内・淡輪
公民館・文化センター・ピアッ
ツア５及び町内歯科医院にあり
ます。詳しくはお問い合わせく
ださい。ご応募いただいた方に
は参加賞をご用意しています。
▼締切り　６月 25 日（木）
▼問合せ　保健センター

　☎ 492 － 2424・2425　

▼入園料　年 3,000 円（税込）
※今年度に限り月割り計算とな
ります。また、年度ごとに自動
更新となります。
※途中退園される場合でも月割
返戻はできません。
▼あっせん基準
○岬町住民であること。
○非農家の世帯であること
○市民農園の趣旨を理解し、その
利用に熱意のある者であること
○その他、許可条件等を遵守で
きる者であること
▼指定農園付近図

◆都市計画公聴会
　大阪府では、南部大阪都市計
画区域の整備、開発及び保全の
方針の変更の案を作成するにあ
たり公聴会を開催します（説明
会ではありません）。なお、案の
概要は、６月８日（月）から 22
日（月）まで大阪府都市計画室
計画推進課又は役場建築課で閲
覧することができます。
▼開催日時　６月 30 日（火）
　午後２時～
▼場所　大阪府庁別館７階　会議
室［大阪市中央区大手前２丁目］
▼申込方法　公述希望者は、公
述申出書（様式指定）を、傍聴
希望者は、はがき（電子メール
も可）に住所、氏名、電話番号
を記入の上、大阪府都市計画室
計画推進課（〒 540 ‐ 8570　住
所記載不要）へお送りください。
▼申込期間
　６月８日（月）～22日（月）（必着）
▼問合せ・申込先　大阪府都市
計画室計画推進課　
〇☎ 06 ‐ 6944 ‐ 6781
〇メールアドレス
　keikakusuishin@sbox.pref.
osaka.lg.jp

※現地周辺に駐車場はありません
▼公開抽選日時
　６月 22 日（月）午前 10 時
▼抽選会場　役場２階会議室
※公開抽選します。当日時間の
ある方はご出席ください。
▼申込書設置及び受付場所
　役場　産業振興課 
▼問合せ　産業振興課　
　　　　　　☎ 492 ‐ 2749

本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介本の紹介図書だより図書だより

☆田園発港行き自転車
　著者 ：宮本　輝
☆ナイルパーチの女子会
　著者 ：柚木　麻子

☆ その女、アレックス
　著者 ：ピエール　メルトール
☆人生はＺＯＯっと楽しい
　著者 ：水野　敬也

※淡輪公民館では、大阪府立中央図書館より
本の貸出を受けています。公民館にない本、
貸し出し中の本もリクエストしてください。
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　児童手当を受給している方は、引き続き受ける要件（児童の監督や保護、生計同一関係など）が
あるかどうかを確認するために、毎年６月に「現況届」の提出が必要です。現況届の提出がないと、
６月分以降の手当が受けられなくなりますので必ず手続きをして下さい。
▼受付期間　６月１日（月）～ 30 日（火）　９時～ 17 時 30 分　※土・日を除く
▼受付場所　子育て支援課　※郵送可。６月 30 日（火）までに投函してください。
▼提出書類
○児童手当現況届（対象者へ郵送します。）
○健康保険被保険者証の写し（児童や配偶者のものは不可。また岬町国民健康保険に加入者は不要）
○平成 27 年１月１日現在、岬町に住所がなかった方は、前住所地の市区町村長が発行する平成 27
年度所得証明書
○児童と別居している場合は別居監護申立書および児童の属する世帯全員の住民票
▼注意事項
○出生や転入などで新たに児童手当の支給対象となった場合は、すみやかに「認定請求」の手続き
をしてください。また、児童手当を受給中の方で支給対象となる子どもが増えた場合は、「額改定
請求」の手続きが必要です。

児童手当の「現況届」は忘れずに児童手当の「現況届」は忘れずに

○手当の支給は請求を行った月の翌月分からです。ただし、出生や転入などで資格ができたときは、
15 日以内に請求をいただくと、資格ができた日の翌月分から支給されます。さかのぼって支給さ
れませんのでご注意ください。
○公務員の方は、勤務先への申請となりますので勤務先へお問い合わせください。
▼送付先　〒 599 ‐ 0392（住所不要）　岬町役場　子育て支援課　宛
▼申請先・問合せ　子育て支援課　☎ 492 ‐ 2709　

人　権

◆「就職差別撤廃月間」
　《しない　させない　就職差別 》
　就職の面接で、家族の出身地
や職業、思想、信条などについ
て質問することは、本人に責任
のない事項や本来自由であるべ
き事項で応募者を判断すること

◆全国一斉「子どもの人権
　110 番」強化週間
　法務局の人権擁護機関では、

「子どもの人権110番」を設置し、
子どもをめぐる人権問題につい
て相談を受けるなど子どもの人
権問題の解決に努めており、６
月に強化週間を実施します。
■子どもの人権 110 番
　☎ 0120 ‐ 007 ‐ 110
▼期間　６月22日（月）～28日（日）
▼受付時間　８時30分～19時。
ただし、６月 27 日（土）・28
日（日）は 10 時～ 17 時

▼相談内容
　いじめ、不登校、体罰、児童
虐待など子どもの人権問題な
ど。相談は無料で、秘密は厳守
されます。
▼担当者
　人権擁護委員、法務局職員
▼問合せ　大阪法務局人権擁護部

　☎ 06 ‐ 6942 ‐ 9496　

になり、就職差別につながるお
それがあります。
　大阪府では、６月を「就職差別
撤廃月間」と定め、啓発事業に取
り組んでいます。就職の機会均等
を保障することの大切さについて
みなさんのご理解をお願いします。
■就職差別 110 番
　採用面接時等の差別につい
て、相談、関係機関の紹介等を
行います。
▼電話　☎ 06 ‐ 6210 ‐ 9518
▼期間　６月17日（水）～19日（金） 
　10 時～ 18 時
▼ E － mail（６月中随時受付）
　rosei-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp
▼問合せ　大阪府商工労働部雇
用推進室　☎ 06 － 6941 － 0351
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福　祉
◆市民後見人養成講座
　説明会のご案内
　「市民後見人」は、地域福祉
活動として判断能力が十分でな
い方の生活を身近な立場で支
え、権利を守るボランティア
の市民活動です。「社会貢献へ
の意欲と熱意のある方」「市民
後見人ってどんなことをする
の？」と関心のある方、ぜひご
参加下さい。
▼日時・場所
○６月 16 日（火）
　午後 13：00 ～ 15：30　
　池田市保健福祉総合センター
○６月 20 日（土）
　午後 14：00 ～ 16：30　
　田尻町立公民館
○６月 23 日（火）
　午後 14：00 ～ 16：30　
　高槻市総合センター
○６月 26 日（金）
　午後 14：00 ～ 16：30　
　河内長野市立市民交流センター
　( キックス )
○６月 27 日（土）
　午後 14：00 ～ 16：30　
　岸和田市立福祉総合センター
○７月４日（土）
　午後 14：00 ～ 16：30　
　大阪社会福祉指導センター
※同じ内容で実施しますので、
いずれかにご参加ください。
※オリエンテーション後の市民
後見人養成講座の受講の対象
は、平成 28 年３月 31 日現在
の年齢が満 25 歳以上 70 歳未
満の方です。（オリエンテーシ
ョンの参加は、年齢による制限
はありません。）
▼問合せ・申込　

◆第 ₁₈ 回大阪府介護支援
　専門員実務研修受講試験
▼受験資格　医師、看護師、介
護福祉士等、保健・医療・福祉
の各分野において 5 年以上かつ
900 日以上（介護業務で国家資
格等を有していない場合は 10
年以上かつ 1800 日以上）の実
務経験を有する方
▼試験要領　（受験申込書）
○配布時期　５月 28 日（木）
　から６月 22 日 ( 月 ) まで
○配布場所　府内保健所、府内
　市区町村の介護保険担当課など
▼受付期間　５月 28 日（木）
から６月 22 日（月）まで
▼受付方法　簡易書留による郵
送のみ（当日消印有効）
▼試験日　10 月 11 日（日）　
午前 10 時から
▼問合せ　一般財団法人　大阪
府地域福祉推進財団（ファイン
財団）ケアマネ係
　　　　☎ 06 ‐ 6763 － 8044

年　金
◆年金振込通知書の送付
　について
　年金振込通知書は、金融機関
等の口座振込で年金をお受け取り
されている年金受給者の方に対し
て、毎年６月に各支払期の年金支
払額等をお知らせするものです。
　４月分（６月 15 日支払分）
の年金額からは、賃金上昇率

（2.3％）に特例水準の解消（マ
イナス 0.5％）及びマクロ経済
スライド（マイナス 0.9％）を
あわせた金額に改定されること
となりますので、原則として年
金振込通知書と年金額改定通知
書が一体となった通知書（ハガ
キ）で６月１日～８日の期間に、
順次、年金受給者に送付します。
　なお、２つ以上の種類の年金
を受けている方など、年金種類
ごとの通知書でお知らせする年
金受給者の方へは、封書で送付
します。年金の支払に関する通
知書の確認については、電子版

（PDF ファイル）をご自宅のパ
ソコンなどで確認できます。ま
た、「ねんきんネット」の利用登
録をされている方は、ご登録い
ただいているメールアドレス宛
に「お知らせメール」を配信し、
各種通知書の電子版の情報が更
新されたことをお知らせします。
　通知書を失くされた場合の再
発行については、年金事務所等
及びねんきんダイヤルで受け付
けています。くわしくはお問い
合わせください。年金支払通知
書等は大切に保管しましょう。
▼問合せ　貝塚年金事務所
　　　　　　　☎ 431 － 1122

〇高齢福祉課　☎ 492 ‐ 2716
〇大阪府社会福祉協議会大阪後見
支援センター

　☎06‐6764‐7760　

　町内のこどもを犯罪から守
るため、みなさまのご協力
をお願いします。

岬町教育委員会

毎月８日は
「こども安全デー」です！

毎月８日は
「こども安全デー」です！

※地域安全ボ
ランティアの
登録は随時受
付しています。
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人 の 動 き

平成 27 年５月１日現在

世帯数
人　口   
　男　
　女

   ７，６４７
１６，６３８人
   ７，８１５人
   ８，８２３人

（　　６）
（－２３）
（－１４）
（－　９）

前月比

税
◆６月の納税
■町府民税　第１期分及び全期分
▼納期限　６月 30 日（火）
　納期限までに、お近くの金融
機関や郵便局、コンビニエンス
ストアで納めてください。
　銀行口座振替又は、郵便局自動
払込をご利用の方は、預貯金残高
をお確かめください。振替日又は
払込日は、６月 30 日（火）です。
▼口座振替のおすすめ
　 納税には口座振替が便利です。
預貯金をされている金融機関や
郵便局へ、通帳に使用されてい
る印かんを持参して口座振替日
の２か月前までにお申し込みく
ださい。６月末までに手続きを
済ませますと、平成 27 年度第
２期分からの町府民税及び平成
27 年度第３期分からの固定資
産税の引き落としができます。
▼問合せ　税務課　納税係
　　　　　　☎ 492 － 2765

◆泉佐野税務署からお知
　らせ
■改正相続税法等の主な概要
　平成 27 年１月１日以後に相
続又は遺贈により取得する財産
に係る相続税について、次のと
おり改正が行われました。
〇遺産に係る基礎控除額が引き
下げられました。
※改正前　5,000 万円＋ 1,000

万円 × 法定相続人数
※改正後　 3,000 万円＋ 600 万
円 × 法定相続人数 
〇相続税の最高税率を 50％か
ら 55％に引き上げる等、税率
構造の見直しが行われました。 
〇未成年者控除や障害者控除の税
額控除額が引き上げられました。
　●未成年者控除
　※改正前　20 歳までの１年
　につき６万円
　※改正後　20 歳までの１年
　につき 10 万円
　●障害者控除
　※改正前　85 歳までの１年
　につき６万円（特別障害者に
　ついては 12 万円）
　※改正後　85 歳までの１年
　につき 10 万円（特別障害者
　については 20 万円）
○小規模宅地等の特例の適用対
象となる宅地等の面積等が変わ
りました。
　小規模宅地等についての相続
税の課税価格の計算の特例につ
いて、居住用宅地の適用対象面
積の上限を 240㎡から 330㎡に
拡大するとともに、居住用宅地
と事業用宅地（貸付事業を除
く。）を選択する場合の適用面
積の上限が 400㎡から 730㎡に
拡大されました。改正内容の詳
細については、国税庁ホームペ
ージの「相続税及び贈与税の税
制改正のあらまし」（※）をご
覧ください。
〇ホームページアドレス
http://www.nta.go.jp/shiraberu/
ippan joho/pamph/sozoku/

aramashi/index.htm
（ホーム＞税について調べる＞
パンフレット・手引き＞相続税
及び贈与税の税制改正のあらま
し（平成 27 年１月１日施行））
■相続税に関するご相談　
　相続税に関して一般的なご相
談を希望される場合は、電話相
談センターをご利用ください

（最寄りの税務署に電話してい
ただき、自動音声に従って「１」
を選択してください。）
　また、申告のための具体的な
計算方法等について、税務署で
の面接による個別相談を希望さ
れる場合は、事前予約制とさせ
ていただいております。あらか
じめ税務署に電話で面接日時を
ご予約ください（自動音声に従
って「２」を選択してください。）
▼問合せ
　泉佐野税務署　総務課
　　　　　☎ 462 ‐ 3471

サマージャンボ
宝くじ発売！！

　サマージャンボ宝くじの
当せん金は、１等・前後賞
合わせて７億円！サマージ
ャンボミニ 7000 万も同
時発売！
▼発売期間
　７月８日（水）～31日（金）
※サマージャンボ等宝くじ
の収益金は、市町村の明る
く住みよいまちづくりに使
われます。
▼問合せ　 公益財団法人大
阪府市町村振興協会
　☎ 06 ‐ 6941 ‐ 7441
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各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談 ※くわしくはお問い合わせください。

相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） ６月 10 日（水）・24 日（水）
午後２時〜５時（定員 6 名）

住民活動センター・役場監査委員室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆行政相談 ６月 17 日（水）
午前 10 時〜正午

役場相談室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■愛の家「みらい」相談室
　平日　午前９時～午後５時
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メー
ル等で対応。なお、緊急の電話対応
は、相談員が 24 時間対応。
■障がい者出張相談（要予約）
　６月24日（水）午後１時30分〜４時

■愛の家「みらい」相談
　☎ 494 ‐ 0123 ／ FAX 494 ‐ 0102
　メール　mirai@ainoie.jp
■障がい者出張相談
　役場相談室　地域福祉課　☎492−2700

◆介護相談 ■岬町地域包括支援センター
　平日　午前９時〜午後５時 30 分

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 − 2716

◆教育に関する相談 平日　午後１時 30 分〜３時（要予約）学校教育課・指導課　☎ 492 − 2719

◆消費者相談 ６月 12 日（金）午後１時〜４時 役場監査委員室
産業振興課　☎ 492 − 2749

◆人権擁護委員による
　人権相談

６月２日（火）・16 日（火）
午後１時 30 分〜３時

住民活動センター（Ｃ）
人権推進課　☎ 492 − 2773　※予約不要

◆人権協会による
　人権相談

■岬町人権協会多奈川事務所
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時　※受付は４時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
　水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時　※受付は４時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270
■岬町人権協会淡輪事務所
　（岬町交流センター内）
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談

■岬町人権協会多奈川事務所
　火・水・木曜日（祝日は除く）の
午前９時～午後５時　※受付は４時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
　金曜日（祝日は除く）の午前９時
～午後５時　※受付は４時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
       ☎ 492 － 3270
■岬町人権協会淡輪事務所
　（岬町交流センター内）
　　 ☎ 494 － 1508

◆地域就労支援相談 平日　午前９時〜午後５時
　　　※受付は４時まで 地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障がい者就労・生活相談 平日　午前９時〜午後５時 NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 平日　午前９時〜午後５時 30 分 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424
◆乳幼児育児健康相談 ７月６日（月）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424
◆育児相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 子育て支援センター　☎ 492 － 1350
◆療育相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）６月 16 日（火）午後１時～４時
※行政書士による相談を行います。

▼会場　岬町立保健センター　
▼予約　まちづくり戦略室　☎492－2775

◆福祉なんでも相談

■喫茶たまり場（みんなのたまり場）
　６月２日（火）　午前11時～午後1時
■喫茶めだか組（多奈川小学校）　
　６月 10 日（水）　午後１時～３時
■ふれあい喫茶（深日会館）
　６月 17 日（水）午前 10 時～正午
■オークワ岬店　　　　　　　　　
　６月 24 日（水）午前 10 時～正午

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 － 2716
■いきいきネット相談支援センター　
　☎ 492 ‐ 2955
■岬町社会福祉協議会
　☎ 492 ‐ 0633
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たんのわ英会話クラブたんのわ英会話クラブ
　英会話教室ができて 25 年になります。現在は、カナダ出身のジョン先生の教えを受けており、
授業内容はそれぞれの趣味や体験談など身近な出来事が中心で、英語で話せるようになることを目

標にしています。
　活動では、国内外問わず、旅行に行った人の旅先での出来事
や土地、食べ物などについて英語を使って紹介することもあり、
生徒だけでなくジョン先生も身を乗り出して質問するほどで、
和気あいあいと楽しみながら、語学力向上に励んでいます。
　現在、会員は男女合わせて 15 人で、最高齢者は 90 歳にな
りますが、すこぶる元気で、残るメンバーも英語だけでなく健
康面でも負けじと頑張っています。体験ご希望の方はご連絡く
ださい。

▼問合せ　たんのわ英会話クラブ　山田　☎ 492 ‐ 3979

取扱い店大募集！

　岬町では、地域商業の活性化のために９月にプレミアム付き商品券を発行します。この商品券が利用で
きる取扱店を募集しますので、ぜひ取扱店に参加ください。取扱店登録料、換金手数料は一切不要です。

▼問合せ　まちづくり戦略室　企画政策担当　☎ 492 ‐ 2775　

岬町町制施行 60周年記念　
みさっきープレミアム商品券

■取扱店参加資格　岬町内に店舗、事業所がある
事業者（町内の店舗に限ります。）
◆小売業（食料品、衣料品、日用品雑貨、文房具、
家電、自動車、自転車など）
◆飲食店（飲食店、喫茶店、居酒屋など）
◆サービス業（理・美容、クリーニングなど）
◆その他（リフォーム、造園、建具、内装工事、
防水工事、電気工事など）
※注意　業種によっては取扱店として参加できな
いものがあります。詳しくはお問い合せください。
■申込方法　取扱店舗登録申請書兼誓約書に必要
事項を記入して、まちづくり戦略室企画政策担当
へ郵送又はご持参ください。

※申請書兼誓約書は町ホームページでダウンロー
ドできるほか、まちづくり戦略室企画政策担当、
岬町商工会でも配布します。
※複数の店舗がある場合には、店舗ごとに申請し
てください。
※飲食店は営業許可証の写しを申請時に提出して
ください。
■申込期間　６月１日から７月 31 日まで
※上記期限以降も申込は可。ただし、７月中に申
し込まれた店舗等は、商品券引換時に配布する取
扱店舗一覧表に掲載しますが８月以降の申込につ
いては、町ホームページのみの掲載となります。
■商品券利用期間　９月１日から 12 月 31 日まで


